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  昨年４月１日のＡ-ＰＡＢ発足から１年、会員社の多大なご協力を賜りながら、従来の

地上・衛星放送等の安定的運用に寄与する業務を着実に実施する一方、４Ｋ・８Ｋ放送を

はじめとする新たな業務を推進することができました。心から御礼申し上げます。 

 

 

Ⅰ．はじめに 

 

２０１６年度の事業報告を作成するにあたって、改めて２０１６年度事業計画を見る

と、２０１６年から２０１８年までの３年間について、「４Ｋ・８Ｋロードマップに関す

るフォローアップ会合 第二次中間報告」（以下、『ロードマップ』）を引きながら、以下の

ように位置付けている。 

・２０１６年にＢＳにおいて４Ｋおよび８Ｋ試験放送の開始 

・２０１７年に１１０度ＣＳ（左旋）において４Ｋ試験放送の開始 

・２０１８年にＢＳ（右旋）および１１０度ＣＳ（左旋）において４Ｋ実用放送の開始 

・２０１８年にＢＳ（左旋）において４Ｋおよび８Ｋ実用放送の開始 

 

このうち、昨年１２月１日にはＢＳにおける４Ｋ・８Ｋ試験放送を開始、本年４月１日

には左旋試験放送も開始した。また、１月には２０１８年から開始される４Ｋ・８Ｋ実用

放送の事業者認定が行われ、１１事業者１９チャンネルが２０１８年１２月１日以降、実

用放送を開始する予定である。３カ年の初年度において４Ｋ・８Ｋ放送の取り組みは既に

具体的なフェイズに進み、１８年の実用放送開始に向け重要な年になった。 

 

また、同事業計画において３か年の事業の柱とした下記３項目についても、既に具体的

な形で業務が進行している。 

① 「放送サービスの高度化」を確実に実現できるよう、送受信環境の整備 

② 「放送サービスの高度化」のためのコンテンツ制作やサービス構築 

③ 「放送サービスの高度化」を含む、視聴者への周知広報 

  まず国の実証事業に参加し、４Ｋ・８Ｋコンテンツ制作の検証に寄与する一方、国の受

信機テストセンター事業を受託し、実用放送に向けた大きな地歩を固めた。 

また、実用放送の具体化を受けて、帯域再編についての検討を開始する一方、左旋試験

放送の開始に先駆けて左旋受信インフラの周知を開始した。 

更に総務省の「放送を巡る諸課題に関する検討会」を受けた検討座組の中で、Ａ-ＰＡ

Ｂは４Ｋ・８Ｋ放送に関する周知広報の中核的な組織に位置づけられ、リーフレットやポ

スターの配布や関連する団体組織との連携など、具体的な活動を進めている。 

  他方、会員社に向けては従来の講演会、メルマガを拡充すると同時に、Ａ-ＰＡＢとし

ては初の４Ｋ制作に関するワークショップを開催し、コンテンツ制作のスキル向上の一

助とした。特に地域放送局からの積極的な参加を得て、地上放送局においてもコンテンツ

制作の高度化を力強く推進しておられる姿を発信することができた。 

 

  以下、２０１６年度事業計画に沿う形で、２０１６年度各事業の概要を報告する。 
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Ⅱ．２０１６年度の事業報告 

 

 

（１）放送サービスの高度化（４Ｋ・８Ｋ、スマートテレビ等）／地上・衛星デジタル放送

にかかわる技術仕様の検討、検証、評価等 

 

 

① 【高度広帯域衛星デジタル放送「運用規定」の維持・改定】 

・本年度は、高度広帯域衛星デジタル放送（４Ｋ・８Ｋ）の運用規定（ＴＲ）初版を 

 策定し、ＴＲ－Ｂ３９として電波産業会（ＡＲＩＢ）から発行した。その後、 

１．３版までの改定作業を行った。 

 

② 【地上／衛星デジタル放送「運用規定」の維持・改定】 

・本年度も地上およびＢＳ／広帯域ＣＳデジタル放送運用規定（ＴＲ－Ｂ１４，ＴＲ

－Ｂ１５）の改定作業を継続した。 

 

③ 【放送事業者、メーカー等への協力】 

・本年度は、高度広帯域衛星デジタル放送実用化の前提となるＢＳ右旋帯域再編作業

に備え、受信機メーカーへは事前検証環境の場を提供し、ＢＳ放送事業者へは事前

検討の場（作業部会）を設け対応した。（現在も継続中） 

 

④ 【地上テレビジョン放送の高度化にかかわる調査・研究】 

・総務省が推進した地上テレビジョン放送の高度化にかかわる技術手法の提案募集状

況や、更なる技術検証等の動向に関する情報収集を行った。 

 

 

 

（２）放送サービスの高度化にかかわる技術仕様の実用化に向けた実証および所要の期間

の試行的な放送等 

 

 

① 【ＢＳによる４Ｋ・８Ｋ試験放送の開始】 

・ＮｅｘＴＶ－ＦからＤｐａに承継された基幹放送業務を行う認定をＡ－ＰＡＢが引

き継ぎ、２０１６年１２月１日からＢＳによる４Ｋ・８Ｋ試験放送を開始した。ＮＨ

ＫおよびＢ－ＳＡＴの放送設備を借用し、ＢＳ試験放送特別委員会の参加社から提

供された番組をＮＨＫと時分割で送出し、１日１時間（１週７時間）の放送を行って

いる。２０１８年１２月以降に予定されている各社の実用放送の開始・普及に資する

よう、４Ｋ・８Ｋ番組の運用・送出に関する試験・検証を行った。 
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・ＢＳによる４Ｋ・８Ｋ試験放送で使用する番組に関わる権利者団体への説明・調整を

行い、無償使用の許諾を得た。また、試験放送の再放送を希望するケーブルテレビ事

業者に対しては、放送品質の確認を行ったうえで再放送開始日にあわせて順次再放

送同意書を発行した。 

 

② 【東経１１０度ＣＳ左旋による４Ｋ試験放送への対応】 

・９月に左旋試験放送特別委員会を設立し、放送、衛星、メーカー等の各事業者参加に 

 よる特別会計により運営を開始した。２０１７年１月２４日、総務省より左旋試験放 

 送の業務認定を受理。並行して番組審議会の開催、権利者団体への説明等を行い、４ 

 月の試験放送開始の整備を行った。 

 

③ 【高度広帯域衛星デジタル放送のテストセンター業務への対応】 

・本年度は、高度広帯域衛星デジタル放送実用化の前提となる放送設備および受信機

の事前検証に備え、テストセンター推進委員会を立ち上げ実務的な活動を開始した。

一方、総務省技術試験事務（ＢＳ・ＣＳデジタル放送の周波数有効利用のための調

査）の受託業務の受け皿としてテストセンター推進委員会の場を活用し、テストス

トリーム等の成果物を作成して業務報告を行った。 

 

 

 

（３）放送サービスの高度化／地上・衛星デジタル放送にかかわる開発、普及、利用促進、

周知広報 

 

 

① 【放送サービスの高度化の理解および普及促進を目的とした情報の発信】 

・４Ｋや８Ｋのサービスに関する各種情報をリーフレットおよびポスターとして「４

Ｋ・８Ｋサービスガイド」の名称で全国の電気店、量販店等に配布した。 

（※全国約１７，０００店舗、印刷部数：約２０万枚） 

興味醸成はもとより「よくある質問」なども掲載し、消費者の誤解や混乱が最小限に  

なるよう、まず販売員の知識を高めることを主眼に周知広報を実施した。 

・電商連、大手家電流通協会などと随時連携を取りながら情報交換および今後の展開

方法などを検討した。 

・Ａ－ＰＡＢホームページに「４Ｋ・８Ｋ放送」に特化した特設ページを構築した。「魅

力」、「視聴方法」、「現状の４Ｋ・８Ｋサービス」、「よくある質問」などを掲載し４Ｋ・

８Ｋに関するポータルサイトとしての役割を担っている。 

・４Ｋ・８Ｋに関する一般視聴者の認知度、理解度を調査するため、２０１６年９月、

２０１７年２月にネット調査を実施し、周知活動に反映させた。 

・テレビ受信向上委員会、またマンション管理業組合とそれぞれ連携し、「４Ｋ・８Ｋ

セミナー」を全国的に開催した（合計６５回）。 
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② 【高度広帯域衛星デジタル放送の受信環境整備の推進】 

・「左旋試験放送特別委員会」と共に１１０度ＣＳ左旋４Ｋ試験放送の開始準備を行っ 

 た。この際、ＣＡＴＶ技術協会、アンテナメーカーとも連携し、試験放送の目的な

ども共有して左旋の受信環境整備に向けた活動も行った。 

・また、４Ｋ・８Ｋの受信システム普及のため、テレビ受信向上委員会と連携してＢ 

 Ｓ試験放送、左旋試験放送のＰＲ、放送事業者の認定状況、受信システムの改修の 

 ポイント等についてのセミナーの講師を担当し、４Ｋ・８Ｋ放送開始への理解促進 

 を図った。 

 

③ 【地上・衛星の２Ｋ放送サービスへの対応】 

・エリア情報、ワンセグに関する情報発信を継続し、また問い合わせに対応した。              

・２Ｋ ＢＳ放送の更なる普及促進等の対応を継続した。 

 

 

 

（４）新たな放送技術を用いたコンテンツの制作環境の高度化と浸透に向けた業務 

 

 

【「４Ｋ・８Ｋ、スマートテレビ」コンテンツ制作成果の共有】 

① 「４Ｋ制作ワークショップ」の開催 

・１月２６日、１月２７日の２日間にわたり東京・秋葉原で、４Ｋ番組制作や４Ｋ機 

 材導入の実例に係る情報を、Ａ－ＰＡＢ会員相互に共有できるイベントを実施し

た。会員社の講師７名による講演、会員社が制作したＨＤＲを含む７番組の上映、

会員社が提供する１５の制作関連機器の展示を同時に進め、全国から地上波地域

局をはじめとする会員社から２日間にわたり５００名強が参加あるいは来場した。 

・本件の対応のため、Ａ－ＰＡＢ事務局内に４Ｋ制作スキル向上プロジェクトを設

置した。 

② 「総務省実証事業」への参画 

・総務省平成２８年度予算事業「高度広帯域衛星放送方式の伝送技術による複数の

伝送路を用いた伝送の実用化に向けた技術の実証」をＮＴＴコミュニケーション

ズが請け負ったなかで、当該事業の一部「８Ｋ等コンテンツの制作に必要な技術の

検証」をＡ－ＰＡＢが再請負の上実施した。 

・Ａ－ＰＡＢ会員社より検証用コンテンツの提供と検証協力の募集を行い、８Ｋは

１２企画、４Ｋは１０企画を採択して検証を進めた。３月１６日にＮＴＴコミュニ

ケーションズと共同の成果展示会をＮＨＫメディアテクノロジーで開催した。 

・本件の対応のため、Ａ－ＰＡＢ周知広報委員会内に４Ｋ・８ＫコンテンツＷＧを設 

 置した。 
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（５）ＢＳ放送のエンジニアリングストリームの衛星基幹放送業務ならびに地上テレビジ

ョン放送のエンジニアリングサービスの運用および関係事業者等との連絡、調整、

契約にかかわる業務 

 

 

① 【システムの安定運用継続と低コスト化の追求】 

・特別委員会および業務委託事業者との連携により、これまでと同様、信頼性の高いエ 

 ンジニアリングサービス（以下、ＥＳ）システム運用（地上、ＢＳ２Ｋ）を継続した。 

・ＥＳ利用率の低下傾向を踏まえた低コスト運用および受信機ソフトウェアの増大に

対応するため、地上ＥＳ伝送路の見直しによりＮＨＫ教育でのＥＳ送出を廃止した

ほか、Duration(送信時間)の拡大を実施した。 

 

② 【４Ｋ・８ＫでのＥＳ利用の検討着手】 

・高度広帯域衛星デジタル放送の実用放送に向けて、ＥＳ利用の検討を開始し、検討す 

べき課題の整理を行った。 

 

 

 

（６）地上テレビジョン放送番組の著作権保護に関する関係事業者等との連絡、調整、契

約にかかわる業務  

 

 

【現行ＲＭＰに関する円滑・安定的なシステム運用】 

① ＲＭＰ特別委員会 

・事務局として、ＲＭＰ特別委員会を４回開催し、コピー制御方式利用に関する、年

度事業計画・予算・決算などの重要事項の検討・審議を行った。 

・また、下位組織「放送コンテンツ適正流通推進連絡会」「汎用ルート証明書作業班」

の活動を支援し、放送事業者のコンテンツ保護業務や双方向サービス業務等の円滑・

安定的な運用を推進した。 

② 放送コンテンツ違法流通対策業務 

・事務局として、「放送コンテンツ適正流通推進連絡会」を４回開催し、ユーチュー

ブをはじめ各動画サイトでの、違法動画の監視・削除要請、及びインターネットオ

ークションでの違法な流通を監視・削除要請を行った。 

・全国の放送事業者に、違法動画の削除要請作業を、自ら迅速かつ効率的に実施でき

るよう、ＡＳＰ（アプリケーションサービスプロバイダー）利用環境を提供して、

違法動画対策の支援を行った。 

・また、民放連が啓発する「違法配信撲滅キャンペーン」を応援し、放送コンテンツ

流通環境の健全化を推進した。 
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③ 双方向サービス運用支援 

・デジタル放送において、双方向サービスをセキュアに行うために不可欠な汎用ルー

ト証明書の円滑な運用のため、「汎用ルート証明書作業班」の協力のもと、関係機

関及び各放送事業者との調整及び情報共有などの支援を行った。さらに９月１日に

パブリックＳＨＡ－２をリリース、前年リリースのプライベートＳＨＡ－１と併せ

て、２０１６年で受付終了したパブリックＳＨＡ－１からの移行を周知・推進した。 

④ コピー制御お問合せセンターの運営、コンテンツ保護施策の周知広報 

・Ｂ－ＣＡＳ方式によるコンテンツ保護施策に関する視聴者対応の窓口として、「コ

ピー制御お問合せセンター」を運営し、視聴者、電気店や放送事業者からのコンテ

ンツ保護に関する問い合わせに対応した。 

 

 

（７）４Ｋ・８Ｋ、スマートテレビ等の技術基盤を用いた、新たな産業・文化の創成への貢 

   献にかかわる業務 

 

 

① 【新技術基盤の利活用促進】 

・一般社団法人ＩＰＴＶフォーラムや一般社団法人映像配信高度化機構との情報交換 

 のほか、会員社が実施した技術展示会など機会を捉え、技術情報交換などを行った。 

 

② 【公的実証事業などへの協力、貢献】 

・（４）②の通り、旧ＮｅｘＴＶ－Ｆから継続的に実施してきた総務省の実証事業を受

け、平成２８年度総務省予算事業「高度広帯域衛星放送方式の伝送技術による複数

の伝送路を用いた伝送の実用化に向けた技術の実証の請負」のうち４Ｋ・８Ｋコン

テンツ制作を会員社の協力のもと、実施した。その成果を３月、成果報告会として

会員社向けに上映した。 

 

 

（８）その他、本協会の目的を達成するために必要な業務  

 

 

【会員向けサービスの充実、情報発信の強化】 

・会員サービス推進事務局として、会員の皆様のビジネスに役立ちたいという趣旨で、

「Ａ－ＰＡＢの活動報告」「当該週の業界関連注目記事」などを、毎週金曜日に 

「Ａ－ＰＡＢホットラインニュース」として引き続き発行した。２０１６年度は、 

約２，０００名の方々へ、５０回発行した。 

・更に、業界として旬な話題のテーマを取り上げ「講演会」を開催した。２０１６年度 

 は、７回・１３テーマ／年で、約２３０名／回の方々にご聴講頂いた。 

・Ａ－ＰＡＢホームページでは「総会」、「１２．１企画」などをイベントごとに速報体 

 制で掲載している。 
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Ⅲ．会員の状況及び協会の運営 

 

 

１．会員の状況  

 

区分 2016年4月1日 2017年3月31日 

正会員 255社（団体） 255社（団体） 

賛助会員 35社（団体） 33社（団体） 

合計 290社（団体） 288社（団体） 

 

 

２．協会の運営 

開催された公式会議は以下の通り。  

区分 回数 開催日 議案 

総会 第 1 回 2016 年 

6 月 13 日 

第 1 号議案 任期満了に伴う役員の選任について 

第 2 号議案 任期満了に伴う会計監査人の選任について 

報告事項 1 2015 年度事業報告及び決算報告について 

報告事項 2 平成 27 年度公益目的支出計画実施報告書につ

いて 

報告事項 3 一般社団法人次世代放送推進フォーラム 2015

年度事業報告及び決算報告について 

臨時 2017 年 

3 月 29 日 

第 1 号議案 役員の選任について 

報告事項 1 2017 年度事業計画及び収支予算について 

報告事項 2 2016 年度会員サービス実施状況 

理事会 臨時 2016 年 

4 月 1 日 

第 1 号議案 副理事長の選定について 

第 2 号議案 合併に伴う規程の変更等について 

第 3 号議案 運営委員会委員の選任について 

報告事項 1 2016 年度事業計画及び収支予算について 

第 1 回 2016 年 

5 月 27 日 

第 1 号議案 2015 年度事業報告（案）及び決算報告（案）に

ついて 

第 2 号議案 平成 27 年度公益目的支出計画実施報告書（案）

について 

第 3 号議案 任期満了に伴う役員の選任について 

第 4 号議案 任期満了に伴う会計監査人の選任について 

第 5 号議案 第 1 回総会の開催について 

第 6 号議案 入会の申し込みについて 

報告事項 1 一般社団法人次世代放送推進フォーラム 2015

年度事業報告及び決算報告について 

臨時 2016 年 

6 月 13 日 

第 1 号議案 理事長（代表理事）の選定について 

第 2 号議案 副理事長、業務執行理事及び専務理事、常務理

事の選定等について 

第 3 号議案 事務局長の任命について 
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区分 回数 開催日 議案 

第 2 回 2017 年 

3 月 14 日 

第 1 号議案 2017 年度事業計画（案）及び収支予算（案）に

ついて 

第 2 号議案 役員の選任について 

第 3 号議案 臨時総会の開催について 

第 4 号議案 入会の申し込みについて 

報告事項 1 2016 年度会員サービス実施状況 

運営 

委員会 

第 1 回 2016 年 

4 月 19 日 

◆2016 年度運営委員会委員長、副委員長の選出について 

案件 1 運営委員会の運営について 

案件 2 A-PAB の当面の日程について 

案件 3 専門委員会の運営要綱の新設及び委員の選任につ

いて 

案件 4 特別委員会の委員の選任について 

案件 5 左旋の検討について 

第 2 回 2016 年 

5 月 17 日 

案件 1 2015 年度事業報告（案）及び決算報告（案）につい

て 

案件 2 平成 27 年度公益目的支出計画実施報告書（案）に

ついて 

案件 3 第 1 回理事会案件、第 1 回総会案件及び臨時理事会

案件について 

案件 4 左旋の検討について 

案件 5 委員会委員の選任等について 

第 3 回 2016 年 

6 月 21 日 

案件 1 平成 28 年度総務省実証事業への対応について 

案件 2 左旋試験放送特別委員会準備会検討報告 

案件 3 4K・8K テストセンターの発足に向けて 

案件 4 周知広報予算について 

案件 5 委員会委員の選任について 

案件 6 8K コンテンツ試写会のご案内 

第 4 回 2016 年 

7 月 19 日 

案件 1 平成 28 年度総務省実証事業への対応について 

案件 2 左旋試験放送特別委員会の設置について 

案件 3 4K・8K テストセンターの設置について 

案件 4 運営委員会規則の一部変更について 

案件 5 事務処理規則の一部変更について 

案件 6 委員会委員の選任について 

第 5 回 2016 年 

9 月 20 日 

案件 1 「テストセンター」に関する技術試験事務への応募

について 

案件 2 平成 28 年度総務省実証事業の一部請負について 

案件 3 左旋試験放送特別委員会の体制等について 

案件 4 事務処理規則の一部変更について 

案件 5 周知広報委員会の進捗報告 

案件 6 委員会委員の選任について 

第 6 回 2016 年 

10月 18日 

案件 1 12．1 試験放送開始イベントについて 

案件 2 左旋試験放送の認定申請について 

案件 3 ES に関する 2016 年度予算の期中補正について 

案件 4 委員会委員の選任について 

第 7 回 2016 年 

11月 15日 

案件 1 A-PAB ワークショップ 2017 の開催について 

案件 2 4K・8K のチラシについて 
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区分 回数 開催日 議案 

案件 3 A-PAB ホームページでの 4K・8K 情報発信につい

て 

案件 4 第 1 回市場調査結果報告 

案件 5 「放送を巡る諸課題に関する検討会」について 

案件 6 委員会委員の選任について 

第 8 回 2016 年 

12月 20日 

案件 1 左旋試験放送特別会計の新設と特別会費の徴収に

ついて 

案件 2 「放送を巡る諸課題に関する検討会」関連について 

案件 3 委員会委員の選任について 

第 9 回 2017 年 

1 月 17 日 

案件 1 2017 年度事業計画・収支予算の考え方について 

案件 2 4K 制作者のためのワークショップ実施計画につい

て 

案件 3 周知広報リーフレットの配布日程と費用概算につ

いて 

案件 4 委員会委員の選任について 

第 10 回 2017 年 

2 月 21 日 

案件 1 2017 年度事業計画（案）及び収支予算（案）につい

て 

案件 2 BS 右旋帯域再編作業部会の設置について 

案件 3 総務省「放送を巡る諸課題に関する検討会 視聴環

境分科会」への対応について 

案件 4 総務省「放送を巡る諸課題に関する検討会」関連に

ついて 

案件 5 周知広報リーフレットについて 

案件 6 「4K 制作ワークショップ 2017」の実施報告 

案件 7 会員サービス推進事務局のアンケート結果報告 

案件 8 第 2 回理事会及び臨時総会の開催について 

案件 9 左旋試験放送特別委員会について 

案件 10 委員会委員の選任について 

第 11 回 2017 年 

3 月 21 日 

案件 1 左旋試験放送の開始について 

案件 2 4K・8K 放送に関する周知広報について 

案件 3 委員会委員の選任について 

 

※ 上記の他、理事会承認を要する運営委員会、ＥＳ特別委員会、ＲＭＰ特別委員会の各委員 

会の委員交代、会員の入会、その他の案件審議のため、書面による理事会を計９回開催した。 

※ ２０１６年度事業報告については、事業報告の内容を補足する重要な事項が存在しないの 

で、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則第３４条第３項に規定する付属明 

細書は作成しない。 

 
 


